
教育委員会定例会日程 

 

令和３年（2021 年）６月 25 日 

 

１ 開 会 

２ 前回議事録の承認 

３ 議事録署名委員の決定 

４ 議事  

  日程第１  

議案第２１号 

    小田原市就学支援委員会委員の委嘱について                  （教育指導課） 

    日程第２  

   議案第２２号 

    押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則  

（教育総務課・教育指導課） 

５ 報告事項  

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（その７） 

（資料１ 教育部・文化部） 

６ 閉 会 



議案第２１号 

小田原市就学支援委員会委員の委嘱について 

小田原市就学支援委員会委員の委嘱について、議決を求める。 

 

令和 ３ 年 ６ 月２５日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市就学支援委員会委員名簿（案） 

 

                      任期：令和 ３ 年 ７ 月 １ 日～令和 ４ 年 ６ 月 30日 

№ 選出区分 氏  名 所  属  等 

１ 医 師            松 田  基  小田原市立病院 副院長（小児科部長兼務） 

２  〃            寺 崎  雅 子  小田原市立病院 耳鼻咽喉科担当部長 

３  〃             早 川  典 義  曽我病院 医師 

４ 学識経験者                  小 倉  直 子  小田原短期大学 保育学科 講師 

５  〃 田 中  早 苗  心理判定員 

６  〃            井野  実知留  心理判定員 

７  〃             新 米 山  好 絵 小田原市立東富水小学校 校長 

８  〃             新 加 藤  直 樹  小田原市立城南中学校 校長 

９ 本市を管轄する児童相談所職員  石 川  朝 陽  小田原児童相談所 専門福祉司 

10 本市区域内の特別支援学校教員 新   三 輪  和 子  神奈川県立小田原養護学校 総括教諭 

11 特別支援学級設置小学校長   新 津 田  早 紀 小田原市立前羽小学校 校長 

12 小田原市立中学校長      新 小田中  大直  小田原市立泉中学校 校長 

13 特別支援学級担任       新 松  室   由起  小田原市立芦子小学校 教諭 

14    〃           再 野地 みおき  小田原市立曽我小学校 総括教諭 

15    〃           新 杉 山  暁 子  小田原市立白鷗中学校 総括教諭  

16    〃            柳 下  仁 志  小田原市立酒匂中学校 総括教諭 

17 教育委員会が必要と認める者     新 津元  こず恵  小田原市立富水小学校 教諭 

18 〃        瀬 戸  浩  障がい福祉課 副課長 

19       〃        新 石 塚  明 子  子ども青少年支援課 副課長（つくしんぼ教室） 

20       〃        新 青木  のぞみ  子ども青少年支援課 主査 

21       〃        鈴 木  富 子  健康づくり課 副課長 

22       〃      田 村  寿 治  特別支援教育相談員 

23       〃        再 井 上  康 子  コミュニケーションの教室「フレンド」 総括教諭 

24       〃        再 川 口  洋 史  ことばの教室 教諭 

25       〃       西 村  泰 和  教育指導課 教育相談担当課長 

 



議案第２２号 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則について 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則について、議

決を求める。 

 

令和 ３ 年 ６ 月２５日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 下 正祐 
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押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則 

（小田原市教育委員会会議規則の一部改正） 

第１条 小田原市教育委員会会議規則（平成７年小田原市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

  第２０条中「記載し、押印した文書」を「記載した文書」に改める。 

（学校教育法施行細則及び小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正） 

第２条 次に掲げる規則の規定中「○印」を削る。 

 (1) 学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）様式第４号、 

様式第７号、様式第１０号、様式第１９号及び様式第２０号 

 (2) 小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和５８年小田原市教育委員会規則 

第４号）様式第３号 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 
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議案説明資料 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則 

 ［制定理由］ 

行政手続における市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、申請書類等

に押印を求める手続の見直し等を行うことに伴い、整備が必要となる小田原市教育

委員会会議規則ほか２件の規則を一括して改正するため制定する。 

［内  容］ 

  １ 小田原市教育委員会会議規則の一部改正（改正規則第１条関係） 

    教育委員会に対する請願書について、請願者の押印を要するとする規定を削除

することとする。（第２０条関係） 

２ 押印省略に係る様式の整備（改正規則第２条関係） 

  次に掲げる規則における申請書、届出書等の様式について、申請者名等記入欄

の「○印」の記載を削除することとする。 

(1) 学校教育法施行細則（様式第４号、様式第７号、様式第１０号、様式第１９ 

号及び様式第２０号関係） 

(2) 小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則（様式第３号関係） 

 ［適  用］ 

令和 ３ 年 ７ 月 １ 日 
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参 考 

押印を求める手続の見直し等のための関係規則の整備に関する規則 新旧対照条文 

 

○小田原市教育委員会会議規則（平成７年小田原市教育委員会規則第１号）（改正規則第１条関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

（提出） （提出） 

第２０条 委員会に対して請願をしようとする

者（以下「請願者」という。）は、次の事項

を記載した文書（以下「請願書」という。）

を提出しなければならない。 

第２０条 委員会に対して請願をしようとする

者（以下「請願者」という。）は、次の事項

を記載し、押印した文書（以下「請願書」と

いう。）を提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

 

(1)～(3) （略） 

 

  

○学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）（改正規則第２条関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

様式第４号（第８条関係） 様式第４号（第８条関係） 
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様式第７号（第10条関係） 様式第７号（第10条関係） 

  

様式第10号（第11条関係） 様式第10号（第11条関係） 
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様式第19号（第19条関係） 様式第19号（第19条関係） 

  

様式第20号（第20条関係） 様式第20号（第20条関係） 
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○小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和５８年小田原市教育委員会規則第４号）（改正規

則第２条関係） 

 

改  正  後 改  正  前 

様式第３号（第15条関係） 様式第３号（第15条関係） 
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※参考 内閣府「地方公共団体における押印見直しマニュアル」抜粋 

 

押印見直しの判断フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地方公共団体の条例等や慣行により押印を求めている手続

基準①：押印を求める趣旨の合理性の有無

押印を求める３つの趣旨

署
名
見
直
し
へ

(

「
５
 
署
名
見
直
し
の
判
断
基
準

」

)

押印の効力

基準②：押印を求める趣旨の代替手段の有無

主な代替手段

押印存続

押
印
廃
止

本人確認
（文書作成者の真正性担保）

趣旨

文書作成の真意確認

文書内容の真正性の担保

判断のポイント

本人確認の手法は多数存在する。（「基準②」参照）

本人確認がされた“本人”からの申請があった事実があ
れば、真意は確認できている。

内容の真正性は押印のみによって評価されるわけではな
く手続全体として評価される。

（支出根拠書類や、協議書、覚書等の考え方については、「６ 当面の対応」を参照）

趣旨に対する効力が大きい 趣旨に対する効力が

限定的である（乏しい）

登記印／登録印

（照合あり）

登記印／登録印

（照合せず）
認印

真に必要性がある場合は

印鑑照合を行うことを検討

合理性

がある

①オンライン申請…既存システムの利用、ID・パスワードによる認証 等

②メール申請…利用アドレスの登録、イントラネットの利用（職員間） 等

③窓口・郵送申請…本人確認書類の写しの受領 等

（運転免許証・マイナンバーカードの写し 等）

合理性

を欠く

代替

可能

代替

不可
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署名見直しの判断フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠規定が「署名及び押印」 根拠規定が「署名又は記名押印（認印可）」

署名存続

※「押印（認印可）」のみを求めている手続で、これ
に代えて新たに署名を求める場合もこの基準②
を準用する

【基準①】
署名を求める実質的な意味の
有無

署名存続 署名廃止

原則署名廃止

【基準②】
署名を求める実質的な必要性の有
無

例外的取扱い

＜基本的な考え方＞

押印を求めず署名を残すことは、

手続の簡素化である。

意味が

ある

意味が

ない

＜基本的な考え方＞

・「記名押印」のみを廃止し全ての申請者に署

名を求めることは、申請者の選択肢を狭め、実

質的に規制強化となるため厳しく検証

・「記名押印（認印可）」により代替可能とされて

いた署名についても、原則として不要

＜判断のポイント＞

改めて手続の性質、実情等に即して検討し、実

質的な必要性がある場合は、申請者の負担増

も考慮したうえで例外的に署名を存続すること

が認められる

必要性

あり

必要性

なし

＜参考：検討の結果、署名を求める手続とその理由＞

住民異動届（住民基本台帳法（転入、転出、転居、世帯変更等）

存続理由

・個人の重要な権利義務に係る多数の行政事務の基礎となる手続

・虚偽の届出等があった場合に、回復困難な権利侵害等が生じ得る

・申請の殆どで「署名」が行われており、負担増は限定的

直接請求に係る提出書類（署名収集を依頼する委任状）

存続理由

・直接請求は参政権の一つで、適正実施の強い要請がある

・適正な直接請求活動のためには、住民が署名時に委任状の真正性を判断する手がかりを

残しておく必要があることから、請求代表者全員の押印を求めていた（氏名については、記

名でも可）

・従来、多数の者の押印を求めていたものを、１人以上の署名にすることで、真正性を確保し

つつ、押印を廃止することにより負担軽減を図ることとしている



新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（その７） 

（令和３年６月 25日時点） 

 

１ 前回の報告（令和３年３月 26日）後の状況 

(1) 小田原市立学校の臨時休業 

令和３年５月 26 日に市立学校１校において、教職員２名（40 代女性・60 代男性）及

び児童１名が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明し、小田原保健福祉事務

所の調査に協力するため、令和３年５月 27日（木）を臨時休業（全校）としました。 

その後、同校において新たに児童２名が新型コロナウイルス感染症に感染したことが

判明したため、次のとおり臨時休業及び学年閉鎖を実施しました。 

・臨時休業（全校）     ：令和３年５月 27日（木）から６月１日（火）まで 

・学年閉鎖（該当する一学年）：令和３年５月 27日（木）から６月９日（水）まで 

 

(2) まん延防止等重点措置区域への追加に伴う措置 

令和３年６月１日からまん延防止等重点措置区域に本市が追加されることとなったた

め、学校（園）宛て、改めて感染症対策の再確認と徹底を依頼するとともに、突発的な臨

時休業への備えとして、学習支援の対応準備を依頼しました。 

また、学校施設開放については、適切な感染予防対策を実施することを前提に使用を継

続することとしましたが、夜間の使用については、午後８時までに短縮しました。 

 

２ 施設の利用状況（令和３年６月 25日現在） 

まん延防止等重点措置（令和３年６月１日以降）に伴う市有施設については、適切な感

染予防対策を実施することを前提に、使用を継続することとしましたが、夜間の使用につ

いては、午後８時までに短縮しました。※閉館時間は各施設で異なる。 

施設名称 対応状況 

小田原文学館、白秋童謡館 開館 

郷土文化館 開館（短縮） 

松永記念館 

庭園・駐車場整備工事のため７月３日（土）

まで休館、７月４日（日）から開館（短縮）

の予定 

尊徳記念館 開館 

清閑亭 開館 

旧松本剛吉別邸、皆春荘 施設整備のため当面の間休館 

小田原駅東口図書館 開館（短縮）（閲覧席は２時間までの申込制） 

中央図書館（かもめ） 

開館（閲覧席数を制限） 

学習室（２階）の利用可（土日・祝日） 

談話コーナーでの食事は不可 

マロニエ図書室、いずみ図書コーナー、 

こゆるぎ図書コーナー、けやき図書室、 

国府津学習館図書室、尊徳記念館図書室 

開館 

閲覧席は利用不可（けやき・尊徳記念館・国

府津学習館図書室は、一部制限あり） 

生涯学習センターけやき、同国府津学習館 開館 

 

資料１  


